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別記　制動力の記載例等
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目視等による検査
№ 目視による検査項目 保　　安　　基　　準 検　　査　　内　　容
① 最低地上高 第３条 最低地上高 地上との間げき原則９㎝以上 等
② 最大安定傾斜角度 第５条 安定性 重心高の著しい移動等の有無 等
③ 最小回転半径 第６条 最小回転半径 12 ｍ以下 等
④ 原動機及び動力伝達
装置

第８条 原動機及び動力伝達装置 原動機の始動、作動中の異音、油（水）漏れ、ファ
ンベルトの緩み・損傷、変速機能、プロペラシャフ
トのがた、ダストブーツの損傷、スプロケットの損
傷、チェーンの緩み、走行性能
スピードリミッターの取付・機能 等

⑤ 走行装置 第７条 接地部及び接地圧
第９条 走行装置等

道路を損傷しないもの
ホイール・タイヤの亀裂、コードの露出、溝深さ、空気圧、
アルミホイールマーク、ホイールベアリングのがた 等

⑥ 操縦装置 第10条 操縦装置
第11条 かじ取装置（自動命令型

操舵機能を含む）
第11条の2 施錠装置

操縦装置の識別表示の有無
タイロッド・ドラッグリンクの損傷、ハンドルのが
た、ギヤボックスの油漏れ
装置の機能

等

等
等

⑦ 制動装置 第12条 制動装置（衝突被害軽減
制動制御装置を含む）

第13条 連結車両の制動装置

ブレーキペダル、駐車ブレーキレバー・ブレーキ液
（量、液漏れ）、エアー漏れ、パイプ、ホースの損傷
分離ブレーキ、装置の機能

等
等

⑧ 緩衝装置 第14条 緩衝装置 センターボルト、Ｕボルト等の緩み、損傷、ブラケ
ットからの離脱、ショックアブソーバの取付状態 等

⑨ 燃料装置及び電気装
置

第15条 燃料装置
第16条 発生炉ガスを燃料とする

自動車の燃料装置
第17条 高圧ガスを燃料とする自

動車の燃料装置
第17条の2 電気装置

配管等からの燃料漏れ
配管等の損傷

ガス漏れ、圧力低下、高圧ガス容器の有効期間

電気配線の被覆、原動機用バッテリーの端子等の緩み

等
等

等

等
⑩ 車枠及び車体 第18条 車枠及び車体

第18条の2 巻込防止装置等
第49条 緊急自動車
第50条の2 ガス運送容器を備える自

動車等
第51条 火薬類運送自動車

第52条 危険物運送自動車

突起及び回転部分の突出、積載量表示、車体表示、
車体の腐食、リヤオーバーハングの許容量
フロントバンパ・サイドバンパ・リヤバンパの取付状態
車体の塗色
ガス運送容器とバンパの間隔

隔壁、電気配線の被覆、バッテリーの端子等の緩み・
覆い
電気配線の被覆、バッテリーの端子等の緩み

等
等
等
等

等
等

⑪ 連結装置 第19条 連結装置 確実に結合できること 等
⑫ 乗車装置及び物品積
載装置

第20条 乗車装置

第21条 運転者席

第22条 座　席

第22条の2 座席定員等
第22条の3 座席ベルト等
第22条の4 頭部後傾抑止装置等
第22条の5 年少者用補助乗車装置
第23条 通　路
第24条 立　席
第25条 乗降口
第26条 非常口
第27条 物品積載装置
第28条 高圧ガス運送装置

第50条 旅客自動車運送事業用自
動車

第53条 乗車定員及び最大積載量

客室の換気、保護仕切り、内装部材の難燃性、転落
又は転倒等の安全対策
運転操作の確保の仕切棒、内装部材の難燃性、衝撃
吸収（インストルメント・パネル・サンバイザー）前方視界
座席の向き、座席の取付強度、シートバック後面の
衝撃吸収、内装部材の難燃性

機能・取付状態

有効幅及び有効高さ

堅ろうで安全確実に物品を積載できる構造
高圧ガス運送容器及び配管の取付、充墳弁、高圧ガ
ス容器の有効期間
乗降口の開口幅、乗降扉の開放表示、室内照明

座席・立席定員、ダンプ車のベッセル比、ダンプ車
のさし枠

等

等

等

等

等

等

等
等

等
⑬ 前面ガラスその他の
窓ガラス

第29条 窓ガラス 安全ガラス、貼付物（フィルム・ステッカー等）
装着物（装飾板等） 等



№ 目視による検査項目 保　　安　　基　　準 検　　査　　内　　容
⑭ 騒音防止装置 第30条 騒音防止装置 騒音、消音器の状態 等
⑮ ばい煙等の発散防止
装置

第31条 ばい煙等有毒ガス等の発
散防止装置

第31条の2　特定自動車の特例

排気管の取付状態、遮熱板、温度センサー等の取付
状態、冷房装置の導管・安全装置
使用の本拠の位置（ＮＯｘ規制関係）

等
等

⑯ 灯火装置及び反射器 第32条 前照灯等
第33条 前部露灯

第33条の3 低速走行時側方照射灯
第34条 車幅灯
第34条の2 前部上側端灯

第35条 前部反射器
第35条の2 側方灯及び側方反射器
第36条 番号灯
第37条 尾　灯
第37条の2 後部露灯
第37条の3 駐車灯

第38条の2 大型後部反射器

第39条 制動灯
第39条の2 補助制動灯
第40条 後退灯

取付状態、色、光度、個数

取付状態、色、個数

取付状態、色
取付状態、色

取付状態、色、形

取付状態、色

取付状態、色、個数
取付状態、色

取付状態、色、個数

取付状態、色、

取付状態、色、個数

等

等
等

等

等

等
等

第37条の4 後部上側端灯 取付状態、色、個数 等

等
第38条の3 再帰反射材 取付状態、色 等

第38条 後部反射器 取付状態、色、形、個数 等

等

第41条 方向指示器 取付状態、色 等
第41条の2 補助方向指示器 取付状態、色、個数 等
第41条の3 非常点滅表示灯 取付状態、色 等

第34条の3 昼間走行灯 取付状態、色、個数 等

第33条の2 側方照射灯

第42条 灯火の色等の制限
第49条 緊急自動車
第49条の2　道路維持作業用自動車

制動灯火等の取付状態、光度、その他の灯火
警光灯の取付状態、色
黄色点滅灯の取付状態・色

等
等
等

⑰ 警報装置 第12条 制動装置の警報装置、Ａ
ＢＳ警報装置

第22条の3 座席ベルト非装着時警報
装置

液面レベル、空気圧力等 等

第26条 非常口開口警報装置
第31条 排気系温度上昇警告灯
第43条 警音器
第43条の2 非常信号用具
第49条 緊急自動車

非常口開口警報装置
排気系温度上昇警告灯
音量、構造等、音色（連続かつ一定）
備付け
サイレンの音量・取付状態

等
等
等
等
等

⑱ 指示装置 第41条 方向指示器
第41条の2 補助方向指示器
第41条の3 非常点滅表示灯

取付状態、色、性能 等

⑲ 視野を確保する装置 第44条 後写鏡等
第45条 窓拭器等

後写鏡・アンダーミラーなどの取付状態、機能
窓拭器・ウインドウォッシャ、デフロスターなどの
性能

等

等
⑳ 走行距離計その他の
計器

第46条 速度計等 性能 等
㉑ 防火装置 第47条 消火器 危険物運送、定員 11 人以上・幼児専用車に義務付け、

性能 等
㉒ 内圧容器及びその附
属装置

第47条の2 内圧容器及びその附属装
置

内圧容器に最高使用圧力の表示

㉔ その他政令で定める
必要な装置

第48条の2 運行記録計
第48条の3 速度表示装置

性能
取付状態、色、性能、点灯順序

等
等

㉕ その他確認事項 その他 自重計技術基準適合証の有効期間
緊急自動車・道路維持作業用自動車の構造要件の確認

等

等
※㉔その他は車両法41条第21号を示す。

第41条の4 緊急制動表示灯
第41条の5 後面衝突警告表示灯

等

等

㉓ 自動運行装置 自動運行装置 性能 等第48条
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保険証明書

に

６
２１

６ ６ ７

暦年又は年度毎の一
連番号を打つこと。
（年末は調整）再交
付の場合は、番号付近
「再交付」と「旧番
号」を１葉毎に朱書き
する。

番号を記入
保険会社名を
略称により記入

適合標章の有効期限が満了する日
の所定のゴム印又はプリンタを用い
て赤色又は黒色により明瞭に押印
又は印字すること。
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